
掲示期間 1.25-2.3 

 新潟市精神障がい者入院医療費助成規則の一部を改正する規則をここに公布する。

  平成２８年１月２５日

                           新潟市長  篠田 昭

新潟市規則第３号

   新潟市精神障がい者入院医療費助成規則の一部を改正する規則

 新潟市精神障がい者入院医療費助成規則（平成１２年新潟市規則第６７号）の一部を次

のように改正する。

 第３条第１項各号列記以外の部分中「被保険者」の次に「，加入者」を加え，同項第１

号中「本市に」を「第５条第１項の申請をする時において，本市に」に改め，同項第３号

中「除く」の次に「。以下同じ」を加え，「している者」を「していた者又は入院を継続

している者」に改め，同項第４号を次のように改め，同条第２項を削る。

 （４） 住民票上の世帯の主な生計維持者の，第５条第４項に規定する助成金の支払日

の１月前の日の属する年度の総所得金額（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２

２条第２項に規定する総所得金額をいう。）が８００万円未満である世帯に属する者

 第４条から第６条までを削る。

第７条中「市長は，認定者に対し」を「助成金の額は」に，「で引き続き」を「におい

て，」に，「入院治療」を「継続して入院治療」に，「）において」を「）の医療費の自

己負担額に相当する額とし」に，「して医療費の自己負担額を助成する」を「する」に改

め，ただし書を削り，同条を第４条とし，同条の次に次の１条を加える。

 （助成金の申請及び支払）

第５条 助成を受けようとする者は，新潟市精神障がい者入院医療費助成申請書（別記様

式第１号）に次に掲げる書類を添えて，市長に申請をしなければならない。この場合に

おいて，家族等及び医療機関職員は，助成を受けようとする者に代わって申請を行うこ

とができる。

 （１） 医療保険各法に規定する被保険者証，加入者証又は組合員証の写し
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 （２） 同意書（別記様式第２号）（１年度における最初の申請のときに限る。）

 （３） その他市長が必要と認める書類

２ 前項の申請は，第４項の表左欄に掲げる診療月に応じ，それぞれ当該診療月後最初に

到来する同表右欄に定める助成金の支払日の１月前の日（その日が日曜日，土曜日又は

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」

という。）に当たる場合は，その日後においてその日に最も近い日曜日，土曜日及び休

日でない日。以下「助成金申請期限」という。）までに行うものとする。ただし，診療

月に対応する助成金申請期限の翌日から起算して２年を経過したときは，当該診療月に

係る助成の申請を行うことができない。

３ 市長は，第１項の規定による申請があったときは，その内容を精査し，助成を決定し

た場合は新潟市精神障がい者入院医療費助成決定通知書（別記様式第３号）により，助

成を認めない場合はその理由を記載した通知書（別記様式第４号）により，助成を受け

ようとする者に通知する。

４ 市長は，助成の決定を受けた者に対し，次の表左欄に掲げる診療月に応じ，それぞれ

当該診療月後最初に到来する同表右欄に定める助成金の支払日に助成を行うものとする。

ただし，診療月に対応する助成金申請期限を過ぎて申請があった場合は，当該申請があ

った日後においてその日に最も近い助成金申請期限に対応する助成金の支払日に助成を

行うものとする。

診療月 助成金の支払日

３月 ４月 ５月 ６月 ８月２５日

７月 ８月 ９月 １０月 １２月２５日

１１月 １２月 １月 ２月 ４月２５日

５ 前項の助成金の支払日が日曜日，土曜日又は休日にあたる場合は，その日後において

その日に最も近い日曜日，土曜日及び休日でない日に助成を行うものとする。

 第８条を削る。
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 第９条中「認定者」を「助成を受けようとする者又は助成を受けた者」に改め，同条を

第６条とする。

 第１０条を第７条とし，第１１条を第８条とし，第１２条を第９条とする。

 別記様式第１号から別記様式第４号までを次のように改める。
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別記様式第１号（第５条関係） 
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別記様式第２号（第５条関係） 
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別記様式第３号（第５条関係）
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別記様式第４号（第５条関係）
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 別記様式第５号から別記様式第７号までを削る。

   附 則

 （施行期日）

１ この規則は，平成２８年３月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 改正後の新潟市精神障がい者入院医療費助成規則の規定は，この規則の施行の日以後

の入院治療に係る医療費の助成について適用し，同日前の入院治療に係る医療費の助成

については，なお従前の例による。


